
福岡県観光土産品公正取引協議会 

【新認定マーク募集】要項    
 

●趣旨 

  福岡県観光土産品公正取引協議会では、福岡の土産品として「買って安心・貰って安心・ 

  送って安心・作りての心がいきてる まごころ伝える良い土産」をキーワードに 

 「福岡らしさ」を全国にアピールできる、新認定マークを募集します。 

 

●締切  平成 23年１月３１日（月）必着 

 

●募集内容 

１．デザイン下部へ「福岡県観光土産品公正取引協議会」という文言を入れること 

２．デザイン上部へ「福岡みやげ」または「ふくおかみやげ」「おみやげ」という文言を入れること 

３．「認定証」の文字を中央円内に入れること。字体・位置・大きさ自由 

４．円の中央部のデザインは、自由 

５．彩色＝原則、下地金に赤と黒の２色を載せ 全体で３色まで使用可だが、 

      デザイン上 他の色を使用したい場合は、プラス１色までは、許可 

      （但し、白黒印刷する場合も想定したデザインを望む） 

６．マークの形＝円形に限る。 

７．実際使用のマークの大きさ＝直径 2.5cm 内計 1.5cm 

      （但し、容器・包装紙等の大小によって大きさを変える場合もある 

       その際、外径と内径の比率は、５対３とする）                    「現 ロゴ」 

  ＊ただし応募の際の寸法は、それを拡大したもので構わない。 

   

● 賞.  大納言賞(最優秀賞)  １名＝５万円 

      中納言賞(優秀賞)   １名＝３万円 

   少納言賞(優良賞)   １名＝１万円 

       努力賞        １０名＝図書カード(１千円分)×10名        

       

● 応募資格 

(1)福岡市内外を問わず、どなたでも応募できます。（プロ・アマは問いません） 

(2)１人で、何点でも応募できますが、１通の応募につき１点の作品とします。 

 

● 応募方法（FAXでの応募は不可） 

(1) 電子データによる応募（CD-Rまたはメールでの送付） 

  ・ファイルは、ＪＰＥＧまたはＧＩＦ形式、PDFファイルのいずれか（サイズは１MB以下） 

     ・データをメールにて送付する場合、メールのタイトルは、必ず「新認定マーク応募」と記載してください。 

     ・１作品につき、Ａ４判白地用紙（縦向き）１枚をメールに添付してください。 

     ・メール本文には、住所、氏名：ふりがな、年齢、性別、職業（学生の場合は学校名）、電話番号（携帯も   

     可）、メールアドレス、デザインの制作意図（１００字程度）を必ず記載してください。 

  (2) 紙による応募（郵送） 

    ・所定の応募用紙又はＡ４判白地用紙（縦向き）を使用してください。画材は問いません。 

    ・概ね１０㎝四方におさまる程度の大きさで記入し、上下を必ず明記してください。 

    ・用紙１枚につき作品１点としてください。 

・ 作品の余白または裏面に、住所、氏名：ふりがな、年齢、性別、職業（学生の場合は、学校名）、 

電話番号（携帯も可）、メールアドレス、デザインの制作意図（１００字程度）を必ず記載してください。 

 

 

 

 

 

 



● 審査及び発表 

  (1) 審査 

   福岡県観光土産品公正取引協議会にて厳正な審査を行い、最優秀賞を選定します。 

  (2) 発表 

   平成２３年２月中旬ごろを目途に、入賞者に直接通知するとともに、（財）福岡観光コンベンションビューロー 

のホームページで発表します 

● 個人情報について 

    (1) 応募作品に係る個人情報については、作品の審査、発表、表彰、応募状況の集計・公表（統計的に処理 

       し、個人を特定する情報は含まない）以外の目的で使用することはありません。 

    (2) 入賞作品の作者については、住所（都道府県および市区町村名まで）、氏名、年齢、職業（学校名）を公 

       表しますので、あらかじめご了承ください。 

 

● 注意事項等 

    (1) 応募作品は、自作で未発表のものに限ります。（公序良俗その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を 

       含むものは審査の対象外になります） 

    (2) 応募作品は、返却いたしませんのでご了承ください。 

    (3) 採用された作品の知的財産権等一切の権利は、福岡県観光土産品公正取引協議会に帰属することとし 

       ます。 

    (4) 応募作品の知的財産権等に関わる問題が発生した場合は、すべて応募者の責任となります。 

    (5) 採用された作品が、すでに他で使用されているものと同じ、または類似していることが判明した場合には、 

       審査結果の発表後であっても採用を取り消すことがあります。 

    (6) 採用された作品は、福岡県観光土産品公正取引協議会が発行するポスター、パンフレット、名刺、封筒等 

       に使用するほか、福岡県観光土産品公正取引協議会の事業推進に関係した団体、事業者が印刷、製 

       造、販売する各種印刷物、商品等にも使用できるものとします。その場合、デザインを一部変更、修正し 

       て使用する場合があります。 

    (7) 採用された作品については、後日、デザインデータの提出をお願いすることがあります。 

    (8) 審査の内容に関してのお問い合わせはご遠慮ください。 

    (9) 応募条件を満たしていない応募については、審査対象から外させていただく場合があります。 

 

● 応募先 

〒810-0001 福岡市中央区天神１-１０-１市役所北別館 

（財）福岡観光コンベンションビューロー「福岡県観光土産品公取協 新認定マーク募集」係 

TEL：０９２―７３３－５０５０ FAX：０９２―７３３－５０５５ 

E-mile：mitsuura@welcome-fukuoka.or.jp  

       

●主催  福岡県観光土産品公正取引協議会    
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